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凡 例 

 文中、文末引用の条文等の略称は、次のとおりです。 

 

法 ・・・・・・・・・ 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号） 

旧法 ・・・・・・・・ 所得税法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 15 号）

による改正前の消費税法（昭和 63 年法律第 108 号） 

通法 ・・・・・・・・ 国税通則法（昭和 37 年法律第 66 号） 

令 ・・・・・・・・・ 消費税法施行令（昭和 63 年政令第 360 号） 

27 年改正法附則 ・・・ 所得税法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第９号）

附則 

旧 27 年改正法附則 ・・ 所得税法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 15 号）

による改正前の所得税法等の一部を改正する法律（平成 27

年法律第９号）附則 

28 年改正法附則 ・・・ 所得税法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 15 号）

附則 

27 年改正令附則 ・・・ 消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成 27 年政令

第 145 号）附則 

30 年改正令附則 ・・・ 消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成 30 年政令

第 135 号）附則 

27 年改正省令附則 ・・ 消費税法施行規則等の一部を改正する省令（平成 27 年財

令第 27 号）附則 

旧 27年改正省令附則 ・・ 消費税法施行規則等の一部を改正する省令（平成 30 年財

令第 18 号）による改正前の消費税法施行規則等の一部を

改正する省令（平成 27 年財令第 27 号）附則 

基通 ・・・・・・・・ 消費税法基本通達（平成７年 12 月 25 日付課消２－25 ほか

４課共同「消費税法基本通達の制定について」通達の別冊） 
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（「電気通信利用役務の提供」の範囲①） 

問２－１  「電気通信利用役務の提供」とは、具体的にどのような取引が該当しますか。
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（「電気通信利用役務の提供」の範囲②）【平成 27 年９月追加】 

問２－２  当社は、日本に本店を有する法人であり、国外事業者が著作権を有するソフ

トウエアについて、当該国外事業者から日本国内のエンドユーザーに販売するため
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ついて、課税関係はそれぞれどのようになりますか。 ························ ５ 

 

（「事業者向け電気通信利用役務の提供」の範囲①） 

問３－１  「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」と

は、具体的にどのようなものをいうのですか。 ······························ ６ 

 

（「事業者向け電気通信利用役務の提供」の範囲②）【平成 27 年９月追加】 

問３－２  当社は、事業者向けに電子書籍の配信を行う国外事業者です。日本の事業者

に対する電子書籍の配信は直接当社が行いますが、日本の事業者との契約交渉・契

約書の作成・代金決済等の事務は日本国内の事業者（代理店）が代行しています。こ

の場合、当者は電子書籍の配信を受ける日本の事業者と直接連絡を取ることはあり

ませんが、代理店が各顧客と個別に交渉等を行い契約書を取り交わしており、当社

は代理店を通じて取引条件から電子書籍の配信を受ける者が事業者であることを確

認しています。このような電子書籍の配信は「事業者向け電気通信利用役務の提供」

に該当しますか。 ························································ ７ 

 

（「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは） 

問４  「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは、具体的にどのようなものをいうの

ですか。 ································································ ８ 

 

（リバースチャージ方式の概要）【令和６年７月改訂】 

問５  「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受ける場合、リバースチャージ方式に

より申告を行う必要があるとのことですが、その概要を教えてください。 ····· ９ 

 

（「国外事業者」の意義） 

問６ 「国外事業者」とは、どのような事業者ですか。 ··························· 11 



 

 

（「特定資産の譲渡等」の意義） 

問７ 「特定資産の譲渡等」について教えてください。 ··························· 12 

 

（「特定仕入れ」・「特定課税仕入れ」の意義） 

問８  「特定仕入れ」及び「特定課税仕入れ」について、詳細を教えてください。 · 12 

 

 

Ⅱ 内外判定等 

（役務の提供を受ける者の住所等の判定方法等） 

問９  電気通信利用役務の提供の内外判定は、役務の提供を受ける者の住所等が国内か

どうかで行うとのことですが、役務の提供を受ける者の住所等が国内かどうかにつ

いてはどのように判断するのですか。 ······································ 13 

 

（国内事業者が国外に住所又は居所を有する者に行った電気通信利用役務の提供の内外判定） 

問 10 国外に住所又は居所を有する者にインターネットにより電子書籍等を配信した場

合の課税関係はどのようになりますか。 ···································· 13 

 

（役務の提供を受ける者の住所等の判定） 

問 11 国内に旅行に来ている外国人旅行者（国内に住所又は居所がない者）に対して行う

インターネットを介した電子書籍の提供は国内取引になりますか。 ··········· 14 

 

（内国法人の海外支店に対する電気通信利用役務の提供の内外判定）【令和６年７月改訂】 

問 12 内国法人の海外支店に対して行うインターネットを介した電子書籍の提供は国内

取引になりますか。 ······················································ 14 

 

 

Ⅲ 納税義務の判定等 

（国外事業者の納税義務の判定①）【令和６年７月改訂】 

問 13 国外事業者であっても、事業者免税点制度は適用されますか。 ·············· 15 

 

（国外事業者の納税義務の判定②）【令和６年７月改訂】 

問 14 電気通信利用役務の提供を行っている国外事業者の基準期間における課税売上高

の計算はどのように行えばよいでしょうか。 ································ 16 

 

（国内事業者の納税義務の判定） 

問 15 当社は国内に本店を有する法人です。当課税期間に国外事業者から「特定課税仕入

れ」である「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けました。また、当課税期間

は一般課税で課税売上割合も 95％未満なので、特定課税仕入れに係る支払対価の額

を課税標準として申告を行います。この場合に、翌々課税期間の事業者免税点の判

定を行う際の基準期間における課税売上高に、特定課税仕入れに係る支払対価の額

は含まれるのでしょうか。 ················································ 17 

 



 

 

Ⅳ 特定課税仕入れに係る申告等 

（リバースチャージ方式の概要）【令和６年７月改訂】 問５再掲 

問 16 「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受ける場合、リバースチャージ方式によ

り申告を行う必要があるとのことですが、その概要を教えてください。 ······· 18 

 

（特定課税仕入れに係る消費税の課税標準）【令和６年７月改訂】 

問 17 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準について教えてください。 ·········· 19 

 

（特定課税仕入れに係る消費税額）【令和６年７月改訂】 

問 18 課税標準額に対する消費税額から控除する特定課税仕入れに係る消費税額につい

て教えてください。 ······················································ 20 

 

（「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかどうかの判断） 

問 19 当社は、国外事業者と様々な取引を行っています。当社が受けた「電気通信利用役

務の提供」が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかどうかはどのよ

うに判定すればよいですか。 ·············································· 20 

 

（事業者向け電気通信利用役務の提供である旨の表示） 

問 20 国内において「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者は、当該役

務の提供に際し、あらかじめ、「当該役務の提供に係る特定課税仕入れを行う事業者

が消費税を納める義務がある旨」を表示する必要がありますが、どのような方法で

行えばよいですか。 ······················································ 21 

 

（役務の提供を受けた者が納税義務者となる旨の表示がない場合）【令和６年７月改訂】 

問 21 事業者向け電気通信利用役務の提供を受ける際に、「当該役務の提供に係る特定課

税仕入れを行う事業者が消費税の納税義務者となる旨」の表示がない場合、この取

引についてリバースチャージ方式による申告を行う必要がありますか。 ······· 22 

 

（課税売上割合に準ずる割合が 95％以上である場合のリバースチャージ方式の申告） 

問 22 一般課税で申告する場合でも課税売上割合が 95％以上であれば、その課税期間の

「特定課税仕入れ」はなかったものとされ、リバースチャージ方式による申告は必

要ないこととされていますが、「課税売上割合に準ずる割合」の承認を受けている場

合において、「課税売上割合に準ずる割合」が 95％以上である場合も同様にリバース

チャージ方式による申告は必要ありませんか。 ······························ 23 

 

（免税事業者から提供を受けた特定課税仕入れ）【令和６年７月改訂】 

問 23 国外の免税事業者にインターネットによる広告配信を依頼しました。当社は、当課

税期間について簡易課税制度や２割特例の適用がなく、課税売上割合も 95％未満で

すが、免税事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供についてもリバー

スチャージ方式により申告を行う必要があるのでしょうか。 ·················· 23 

  



 

 

（特定課税仕入れがなかったものとされた課税期間における特定課税仕入れの仕入税額控除）

【令和６年７月改訂】 

問 24 一般課税で、かつ、課税売上割合が 95％以上の課税期間で、特定課税仕入れにつ

いてリバースチャージ方式による申告が必要ない場合であっても、特定課税仕入れ

に係る消費税額について、仕入税額控除を行うことができますか。 ··········· 24 

 

（特定課税仕入れがある場合の簡易課税制度による申告）【令和６年７月改訂】 

問 25 簡易課税制度や２割特例の適用を受ける課税期間において、特定課税仕入れに係

る消費税額がある場合の申告方法等について教えてください。 ················ 24 

 

（免税事業者が提供を受けた特定課税仕入れ） 

問 26 当社は免税事業者ですが、国外の事業者にインターネットによる広告配信を依頼

しています。このような取引について、免税事業者でも申告等が必要になりますか。

 ········································································ 25 

 

（「特定課税仕入れ」に係る帳簿及び請求書等の保存）【令和６年７月改訂】 

問 27 特定課税仕入れに係る消費税額の仕入税額控除を行う場合の帳簿及び請求書等の

保存について教えてください。 ············································ 25 

 

 

Ⅴ 課税売上割合の計算方法 

（課税売上割合の計算方法） 

問 28 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算について教えてください。 ·· 26 

 

 

  



 

 

Ⅵ 「消費者向け電気通信利用役務の提供」の税額控除等 

（「消費者向け電気通信利用役務の提供」の税額控除）【令和６年７月改訂】 

問 29 国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控

除について教えてください。 ·············································· 27 

 

（国外事業者が「適格請求書発行事業者」になるための登録手続）【令和６年７月追加】 

問 30 適格請求書を交付するに当たって、国外事業者が「適格請求書発行事業者」の登録

を受けるには、どのような手続で行うのですか。 ···························· 28 

 

（登録を受けた場合の登録通知）【令和６年７月追加】 

問 31 適格請求書発行事業者の登録は、どのような方法で通知されますか。 ········ 29 

 

（「適格請求書発行事業者」の登録の取りやめ）【令和６年７月追加】 

問 32 「適格請求書発行事業者」としての登録を取りやめる場合の手続等について教えて

ください。 ······························································ 30 

 

（適格請求書に記載が必要な事項）【令和６年７月追加】 

問 33 適格請求書に記載すべき事項を教えて下さい。 ···························· 32 

 

 

  



 

 

Ⅶ 特定課税仕入れに係る支払対価の返還等を受けた場合の取扱い 

（経過措置により、特定課税仕入れがなかったものとされた課税期間以後の課税期間におい

て、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額の返還等を受けた場合）【令和６年７月改訂】 

問 34 一般課税で申告する課税売上割合が 95％以上の課税期間や簡易課税制度又は２割

特例が適用される課税期間においては、経過措置により、当分の間、特定課税仕入

れはなかったものとされますが、このような課税期間に提供を受けた特定課税仕入

れに係る支払対価について、その後の課税期間において値引き等により、対価の一

部の返還等を受けた場合に、消費税の申告を行う際に「仕入れに係る対価の返還等

を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例」や「特定課税仕入れに係る対

価の返還等を受けた場合の消費税額の控除」の規定の適用はどのようになるのでし

ょうか。 ································································ 33 

 

（免税事業者であった課税期間において行った特定課税仕入れについて対価の返還等を受

けた場合） 

問 35 免税事業者であった課税期間において行った特定課税仕入れについて、課税事業

者となった課税期間に値引きがあり支払対価の一部の返還等を受けましたが、「仕入

れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例」など、

消費税の申告の際に何らかの調整計算等を行う必要があるでしょうか。 ······· 33 

 

（免税事業者となった後に特定課税仕入れに係る支払対価の額の返還等を受けた場合） 

問 36 課税事業者である課税期間において特定課税仕入れを行いました。また、その課税

期間について一般課税で申告し、課税売上割合が 95％未満でしたので、当該特定課

税仕入れについて確定申告を行いました。その後、免税事業者となった課税期間に

おいて値引きがあり支払対価の一部の返還を受けましたが、特定課税仕入れに係る

対価の返還等について、消費税の申告等を行う必要があるでしょうか。 ······· 34 

 

 

  



 

 

Ⅷ 芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税関係 

（「芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税関係」の概要）【令和６年７月改訂】 

問 37 「芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税関係」の概要を教えてくださ

い。 ···································································· 35 

 

（「特定役務の提供」の範囲①） 

問 38－１ 「特定役務の提供」とは、具体的にどのような取引が該当しますか。 ···· 35 

 

（「特定役務の提供」の範囲②）【平成 27 年９月追加】 

問 38－２ 非居住者であるスポーツチームの監督やコーチが行う、監督・コーチとしての

役務の提供は「特定役務の提供」に該当しますか。 ·························· 36 

 

（「特定役務の提供」の範囲③）【平成 28 年 12 月追加】 

問 38－３ 非居住者であるモデルが行う役務の提供は「特定役務の提供」に該当します

か。 ···································································· 36 

 

（「特定役務の提供」から除かれるもの） 

問 39 当社は、音楽家を雇用して各国でコンサートを実施している国外事業者です。今

般、日本の会場を借りて、直接、日本の観客にチケットを販売してコンサートを開

催しようと考えています。日本のプロモーター等は一切関与しません。この場合、

当社が行うコンサートの開催は、「特定役務の提供」に該当しますか。 ········· 37 

 

（仲介者等に支払う仲介手数料等） 

問 40 国外の音楽家に国内で演奏してもらうために、当該音楽家を仲介する国外の事業

者に仲介手数料を支払いました。このような手数料の取扱いを教えてください。 

 ··········································································· 37 

 

（国外事業者のために負担する旅費等） 

問 41 当社は、国内でスポーツ競技を開催する事業者ですが、国外事業者であるスポーツ

選手に来日して競技を行ってもらうために、滞在中の滞在費等については、当社が

負担することとし、直接ホテルに支払いを行うこととしています。このような場合

に当社がホテルへ支払った費用の取扱いを教えてください。··················· 38 

 

（特定役務の提供を行う事業者の納税義務の判定）【平成 28 年 12 月追加】【令和６年７月

改訂】 

問 42 非居住者が日本国内で行う音楽の演奏などの「特定役務の提供」については、その

納税義務が役務の提供を受ける者に課される（リバースチャージ方式）とのことで

すが、このような役務の提供を行う非居住者の納税義務の判定は、どのように行え

ばよいでしょうか。 ························································ 38 

 

 

  



 

 

Ⅸ 特定課税仕入れがある場合の経理処理 

（特定課税仕入れがある場合の経理処理）【平成 28 年 12 月追加】【令和６年７月改訂】 

問 43 当社は、税抜経理方式を適用している消費税の課税事業者ですが、国外事業者から

「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受け、その対価を支払った場合の経理処

理について教えてください。 ················································ 39 

 

 

  



 

 

（旧制度の概要） 

旧制度・問１ 平成 27 年度税制改正による、①国外事業者から受けた消費者向け電気通

信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限と、②登録国外事業者制度の概

要を教えてください。 ··············································· 40 

 

（「消費者向け電気通信利用役務の提供」の税額控除） 

旧制度・問２ 国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕

入税額控除について教えてください。 ································ 41 

 

（「登録国外事業者」の意義） 

旧制度・問３ 「登録国外事業者」とは、どのような事業者ですか。 ··············· 43 

 

（「登録国外事業者」の確認方法） 

旧制度・問４ 取引先が「登録国外事業者」であるかどのように確認すればよいですか。

 ···································································· 43 

 

（登録日以前の「消費者向け電気通信利用役務の提供」の仕入税額控除） 

旧制度・問５ インターネットで確認したところ、相手事業者が登録国外事業者であるこ

とを確認できました。登録年月日以前にも同じ国外事業者から役務の提供を

受けていますが、遡って仕入税額控除は可能ですか。 ················· 44 

 

（登録番号の記載のない請求書等） 

旧制度・問６ 消費者向け電気通信利用役務の提供を国外事業者から受けましたが、国外

事業者から電子メールで届いた請求書には登録番号の記載がなかったので、

インターネットで確認したところ、登録国外事業者であることは確認できま

した。登録番号の記載がない請求書により仕入税額控除は可能ですか。 

  ···································································· 44 

 

参考資料：令和５年９月 30 日以前の制度について【令和６年７月追加】 
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Ⅰ 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」の概要等 

（「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」の概要）【令和６年７月改訂】 

【答】 

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」の概要は、次のとおりです。 

① 電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準（法２①八の三、４③三） 

電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線（インターネット等）を介して行われ

る役務の提供（「電気通信利用役務の提供」といいます。以下同じ。）は、消費税の課税対

象となる国内取引に該当するか否か（内外判定）を、役務の提供を受ける者の住所等に基

づき判定します。 

したがって、国内に住所等を有する者に提供する「電気通信利用役務の提供」について

は、国内、国外いずれから提供を行っても国内取引となります。 

② 特定課税仕入れに係るリバースチャージ方式による課税（法２①八の四、５①、28②、

45①一） 

国外事業者（所得税法に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法に規定する

「外国法人」をいいます。以下同じ。）が行う「電気通信利用役務の提供」については、

「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外のものとに区分されます。 

消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係

る申告・納税を行いますが、「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事

業者から当該役務の提供を受けた事業者が、「特定課税仕入れ」として、申告・納税を行

います（リバースチャージ方式）。 

なお、国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」で、 

➣ 国内事業者（国外事業者以外の事業者をいいます。以下同じ。）が国外事業所等（所得

税法又は法人税法に規定する「国外事業所等」をいいます。以下同じ。）で受ける「事業

者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するも

のは、国外取引（リバースチャージ方式による申告・納税の対象外） 

➣ 国外事業者が恒久的施設（所得税法又は法人税法に規定する「恒久的施設」をいいます。

以下同じ。）で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内において行う

資産の譲渡等に要するものは、国内取引（リバースチャージ方式による申告・納税の対象） 

となります（法４④ただし書き）。 

また、電気通信利用役務の提供のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のも

の（このＱ＆Ａでは、便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。以下同

じ。）については、その役務の提供を行った事業者が消費税の申告・納税を行います。 

（注）１ 令和７年４月以降、プラットフォーム課税の対象となる「消費者向け電気通信利

用役務の提供」については、特定プラットフォーム事業者（一定の要件を満たすもの

として国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者をいいます。以下同じ。）

問１ 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」の概要を教えてください。 
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が申告・納税を行うこととなります。詳しくは、国税庁ホームページの「消費税のプ

ラットフォーム課税について」をご覧ください。 

２ 「事業者向け電気通信利用役務の提供」のほか、「特定役務の提供」についても、

「特定課税仕入れ」として、国外事業者から国内において当該役務の提供を受けた事

業者が、リバースチャージ方式により申告・納税を行います。 

特定役務の提供については、問 37から問 42をご覧ください。 

 

【参考１】国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供に係る課税関係の改正について 

 

 

役務提供を 
行う者 

役務提供を 
受ける者 

※１ 

取引 課 税 関 係 

国外事業者 

国内の事業者 

・消費者 

BtoB 不課税 
課税 

(ﾘﾊﾞｰｽﾁｬｰｼﾞ) 

本店 課税(ﾘﾊﾞｰｽﾁｬｰｼﾞ) 

国外支店 不課税 

BtoC 不課税 課 税 課 税 課税 ※２ 

国外の事業者 

・消費者 

BtoB 不課税 不課税 
国内支店 課税(ﾘﾊﾞｰｽﾁｬｰｼﾞ) 

本店 不課税 

BtoC 不課税 不課税 不課税 

国内事業者 

国内の事業者 

・消費者 

BtoB 
BtoC 

課 税 課 税 

国外の事業者 

・消費者 

BtoB 
BtoC 

課 税 不課税 

※１ BtoBは｢事業者向け電気通信利用役務の提供」を、BtoC は「消費者向け電気通信利用役務の提供」
を表します。 

※２ プラットフォーム課税の対象となる場合は、特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役
務の提供を行ったものとしてみなして申告・納税を行います。 

 

【参考２】国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除 

平成 27年度税制改正により創設された、国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役

務の提供に係る下記の制度は、令和５年９月 30日をもって廃止されました。 

・ 国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限（旧

27改正法附則 38①） 

・ 登録国外事業者制度（旧 27改正法附則 39） 

これらの制度の内容については、【参考資料：令和５年９月 30 日以前の制度について】をご

覧ください。 

なお、令和５年 10 月１日以後行われる当該取引は、適格請求書等保存方式の適用を受ける

こととなります。  

 平成29年1月 
 (平成28年度改正) 

▼ 

平成27年10月 
(平成27年度改正) 

 ▼ 

令和7年4月 
(令和6年度改正) 

▼ 
 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/index.htm
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（「電気通信利用役務の提供」の範囲①） 

【答】 

具体的には、対価を得て行われる取引で、以下のようなものが該当します（法２①八の三、   

基通５－８－３）。 

○ インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア（ゲ

ームなどの様々なアプリケーションを含みます。）の配信 

○ 顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス 

○ 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス 

○ インターネット等を通じた広告の配信・掲載 

○ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス 

（商品の掲載料金等） 

○ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス 

○ インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト（宿泊施設、飲食店等を経営

する事業者から掲載料等を徴するもの） 

○ インターネットを介して行う英会話教室 など 

 

 

 

 

 

 

   なお、通信そのもの、又は、その電気通信回線を介する行為が他の資産の譲渡等に付随し

て行われるもの、具体的には、以下のような取引は「電気通信利用役務の提供」には該当し

ません。 

○ 電話、FAX、電報、データ伝送、インターネット回線の利用など、他者間の情報の伝達

を単に媒介するもの（いわゆる通信） 

○ ソフトウエアの制作等 

（著作物の制作を国外事業者に依頼し、その成果物の受領や制作過程の指示をインター

ネット等を介して行う場合がありますが、当該取引も著作物の制作という他の資産の譲

渡等に付随してインターネット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の

提供に該当しません。） 

 ○ 国外に所在する資産の管理・運用等（ネットバンキングを含む。） 

（資産の運用、資金の移動等の指示、状況、結果報告等について、インターネット等を介

して連絡が行われたとしても、資産の管理・運用等という他の資産の譲渡等に付随してイ

ンターネット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しませ

問２－１ 「電気通信利用役務の提供」とは、具体的にはどのような取引が該当しますか。 

【参考】消費税法第２条第１項第８号の３（電気通信利用役務の提供） 

 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物（著作権法（昭和四十五年

法律第四十八号）第二条第一項第一号（定義）に規定する著作物をいう。）の提供（当該

著作物の利用の許諾に係る取引を含む。）その他の電気通信回線を介して行われる役務

の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。）

であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われ

る役務の提供以外のものをいう。 
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ん。ただし、クラウド上の資産運用ソフトウエアの利用料金などを別途受領している場合

には、その部分は電気通信利用役務の提供に該当します。） 

○ 国外事業者に依頼する情報の収集・分析等 

（情報の収集、分析等を行ってその結果報告等について、インターネット等を介して連絡

が行われたとしても、情報の収集・分析等という他の資産の譲渡等に付随してインターネ

ット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。ただし、

他の事業者の依頼によらずに自身が収集・分析した情報について対価を得て閲覧に供し

たり、インターネットを通じて利用させるものは電気通信利用役務の提供に該当します。） 

 ○ 国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等 

（訴訟の状況報告、それに伴う指示等について、インターネット等を介して行われたとし

ても、当該役務の提供は、国外における訴訟遂行という他の資産の譲渡等に付随してイン

ターネット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。） 

  ○ 著作権の譲渡・貸付け 

（著作物に係る著作権の所有者が、著作物の複製、上映、放送等を行う事業者に対して、

当該著作物の著作権等の譲渡・貸付けを行う場合に、当該著作物の受け渡しがインターネ

ット等を介して行われたとしても、著作権等の譲渡・貸付けという他の資産の譲渡等に付

随してインターネット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該

当しません。） 

 

（注） これら、「電気通信利用役務の提供」に該当しない、資産の譲渡・貸付け、役務の

提供については、これまで同様に、その資産の譲渡・貸付け、役務の提供の種類に応

じて、消費税法第４条、消費税法施行令第６条により、内外判定を行います。また、

国内取引に該当し、消費税の課税対象となる場合には、これら資産の譲渡等を行った

事業者に納税義務が課されます。 
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（「電気通信利用役務の提供」の範囲②）【平成 27年９月追加】 

【答】 

   電気通信利用役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作

物の提供（当該著作物の利用の許諾に係る取引を含みます。）その他電気通信回線を介して

行われる役務の提供（電話等、通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供は除きま

す。）であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行わ

れる役務の提供以外のものをいいます（法２①八の三）。 

①の取引は、著作権・著作隣接権という資産の譲渡又は貸付けに該当し、電気通信回線を

介して行われる役務の提供には該当しませんので、著作権・著作隣接権の譲渡又は貸付けを

行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地で内外判定を行うこととなり、国外

取引として消費税の課税対象外となります（令６①七）。 

②の取引は、インターネットを通じたソフトウエアの販売であり、電気通信利用役務の提

供に該当することから、役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主た

る事務所の所在地で内外判定を行うこととなり、国内事業者が国内のエンドユーザーに販

売するものですので、国内取引として消費税の課税対象となります（法４③三）。 

  

問２－２ 当社は、日本に本店を有する法人であり、国外事業者が著作権を有するソフトウエ

アについて、当該国外事業者から日本国内のエンドユーザーに販売するための権利を取

得し、インターネットを通じて配信する方法により販売を行っています。 

この場合、国外事業者との取引（図①）及びエンドユーザーに対するソフトウエアの配

信（図②）について、課税関係はそれぞれどのようになりますか。 

 

 

 

 

 

 

 

国外事業 当 社 
①ソフトウエアに係る 
著作権等の譲渡・貸付け 

国 外 国 内 

 

②配信 
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（「事業者向け電気通信利用役務の提供」の範囲①） 

【答】 

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、役務の性質又は当該役務の提供に係

る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものが、「事業者向け

電気通信利用役務の提供」に該当することとされています（法２①八の四、基通５－８－４）。 

  

① 役務の性質から「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものとしては、例え

ば、インターネットを介した広告の配信やインターネット上でゲームやソフトウエアの

販売場所を提供するサービスなどがあります。 

 

（注） パソコンやスマートフォン等で利用できるゲームソフトなどをインターネット上の

販売場所に掲載して販売する行為は、当該ゲームソフト等の利用許諾を複数の者に対

して反復・継続して行おうとするものであるため、個人が行うものであっても消費税法

上の事業に該当するものと考えられます。したがって、これらを販売する場所を提供す

るサービスは「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当することとなります。 

 

  ② 取引条件等から「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものとしては、例え

ば、クラウドサービス等の電気通信利用役務の提供のうち、取引当事者間において提供す

る役務の内容を個別に交渉し、取引当事者間固有の契約を結ぶもので、契約において役務

の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなものなどがあります。 

    なお、インターネットの Web サイトから申込みを受け付けるようなクラウドサービス

等において、「事業者向け」であることを当該 Web サイトに掲載していたとしても、消費

者をはじめとする事業者以外の者からの申込みが行われた場合に、その申込みを事実上

制限できないものは、取引条件等から「当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られ

るもの」には該当しません。 

このような取引は、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当しますので、当該役

務の提供を行う事業者（事業者が国外事業者であればその国外事業者）が申告・納税を行

うこととなります。 

 

 

 

 

  

問３－１ 「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、

具体的にどのようなものをいうのですか。 

【参考】消費税法第２条第１項第８号の４（事業者向け電気通信利用役務の提供） 

    国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係

る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通

常事業者に限られるものをいう。 
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（「事業者向け電気通信利用役務の提供」の範囲②）【平成 27年９月追加】 

【答】 

国内事業者に対して提供する役務の内容を当該国内事業者と代理店との間で個別に交渉

し、取引当事者間固有の契約を結ぶ場合において、契約書等により、国内事業者において、

その役務の提供は国外事業者が行うものであると認識でき、国外事業者においても、役務の

提供を受ける者を事業者であると認識できるものは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」

に該当します。 

また、「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、当該取引が「リバースチャー

ジ方式の対象取引である」旨を役務の提供を受ける者に表示する義務がありますので、代理

店を通じる等により、国内事業者に対して確実に当該表示を行っていただく必要がありま

す（法 62）。 

 

なお、日本の代理店が契約の代行等を行って国外事業者から手数料等を受領する取引は、

国外事業者（非居住者）に対して行う役務の提供に該当し、国外事業者が国内で直接便益を

享受するものではないことから法令に定める契約書等の書類を保存することで輸出免税取

引に該当することとなります（令 17②七ハ）。 

 

  

問３－２ 当社は、事業者向けに電子書籍の配信を行う国外事業者です。日本の事業者に対す

る電子書籍の配信は直接当社が行いますが、日本の事業者との契約交渉・契約書の作成・

代金決済等の事務は日本国内の事業者（代理店）が代行しています。 

この場合、当社は電子書籍の配信を受ける日本の事業者と直接連絡を取ることはあり

ませんが、代理店が各顧客と個別に交渉等を行い契約書を取り交わしており、当社は代理

店を通じて取引条件から電子書籍の配信を受ける者が事業者であることを確認していま

す。 

このような電子書籍の配信は「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しますか。 

当 社 代理店 

電子書籍の配信 

国 外 国 内 

 

交渉・契約 

国内事業者との 

交渉・契約等を委託 
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（「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは） 

【答】 

「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは、「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業

者向け電気通信利用役務の提供」に該当しないものをいい、具体的には、対価を得て行われ

るもので、消費者も含め広く提供される以下のような取引が該当します（基通５－８－４

(注)）。 

 

ただし、以下のような役務の提供であっても、インターネット上のデータベース等を企業

内で広く活用するために、当該役務の提供を受けている事業者と利用範囲、利用人数、利用

方法等について個別に交渉を行って、一般に提供されている取引条件等とは別に、当該事業

者間で固有の契約を締結しているようなものなど、その取引条件等から事業者間取引であ

ることが明らかな場合には、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当します。 

 

○ インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア（ゲ

ームなどの様々なアプリケーションを含みます。）の配信 

○ 顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス 

○ 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス 

○ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス 

（商品の掲載料金等） 

 

（注） インターネット上でゲームやソフトウエアの販売場所を提供するサービスなどは「事業者向

け電気通信利用役務の提供」に該当します（問３－１の①を参照してください。）。 

 

 

 

  

問４ 「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは、具体的にどのようなものをいうのですか。 

【参考】消費税法第２条第１項第８号の４（事業者向け電気通信利用役務の提供） 

     国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に

係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者

が通常事業者に限られるものをいう。 
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（リバースチャージ方式の概要）【令和６年７月改訂】 

【答】 

   事業者が国内において行った課税仕入れのうち、国外事業者から受けた「事業者向け電気

通信利用役務の提供」については、その役務の提供を受けた国内事業者が、その「事業者向

け電気通信利用役務の提供」に係る支払対価の額を課税標準として、消費税及び地方消費税

の申告・納税を行うこととなります（法５①、28②、45①一）。 

   なお、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合も他の課税仕入れと同様に、

役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります（法 30①）。 

ただし、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合に、リバースチャージ方式

により申告を行う必要があるのは、一般課税により申告する事業者で、その課税期間におけ

る課税売上割合が 95％未満の事業者に限られます（27年改正法附則 42、44②）。 

 

（注） 事業者が、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、次の

①又は②に該当する課税期間については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務

の提供」はなかったものとされますので、リバースチャージ方式による申告を行う必

要はありません。また、その仕入税額控除も行えません（27年改正法附則 42、44②、

28年改正法附則 51の２④）。 

① 一般課税で、かつ、課税売上割合が 95％以上の課税期間 

② 簡易課税制度又は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置※（以下「２割

特例」といいます。）が適用される課税期間 

※ インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になっ

た事業者が、納付税額を課税標準額に対する消費税額の２割とすることができる特例で

す（28年改正法附則 51の２①②）。 

 

国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、 

➣ 国内事業者が国外事業所等で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、

国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは国外取引（リバースチャージ方式

による申告・納税の対象外） 

➣ 国外事業者が恒久的施設で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国

内において行う資産の譲渡等に要するものは国内取引（リバースチャージ方式による

申告・納税の対象） 

となります（法４④ただし書き）。 

 

  

問５ 「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受ける場合、リバースチャージ方式により申

告を行う必要があるとのことですが、その概要を教えてください。 
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 （参考）例えば、輸入貨物に係る消費税については、輸入者（仕入れを行った者等）が、課税

貨物に係る消費税額等を輸入時に納税するとともに、輸入時に納税した消費税額につ

いて、確定申告の際に仕入税額控除を行います。 

リバースチャージ方式は、この輸入時の納税を確定申告の際に行っていると考える

と分かりやすいのではないでしょうか。 

すなわち、一の行為によって、その取引等に課された（課される）消費税が、納税と

控除の両面で登場することになります。 

 

  

課税資産の譲渡等 

に係る消費税額 
－ 

 

＝ 
納付すべき 

消費税額 

課税標準に係る消費税額 

課税仕入れ等 

に係る消費税額 
× ８０％ 

＝ － 

 
課税資産の譲渡等 

に係る消費税額 

特定課税仕入れ 

に係る消費税額 

 
課税仕入れ等 

に係る消費税額 

特定課税仕入れ 

に係る消費税額 

× ８０％ 
納付すべき 

消費税額 

控除される消費税額 

【特定課税仕入れがある場合の消費税の計算イメージ】 

（注） 課税売上割合が 80％で、一括比例配分方式を前提に記載しています。 

特定課税仕入れがある場合 
（当分の間は、一般課税で申告する事業者で、その課税期間に 

おける課税売上割合が 95％未満の事業者に限られます。） 
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（「国外事業者」の意義） 

【答】 

   所得税法第２条第１項第５号に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法第２条

第４号に規定する外国法人をいいます（法２①四の二、基通１－６－１）。 

   したがって、国内に支店等を有する外国法人についても、国外事業者に該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問６ 「国外事業者」とは、どのような事業者ですか。 

【参考】 
○ 所得税法（抄） 
（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。 
一～二 （省略） 
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人を
いう。 

四 （省略） 
五 非居住者 居住者以外の個人をいう。 
六～四十八 （省略） 

２ （省略） 
 
○ 法人税法（抄） 
（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。 
一～二 （省略） 
三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。 
四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。 
五～四十四 （省略） 
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（「特定資産の譲渡等」の意義） 

【答】 

   「特定資産の譲渡等」とは、①「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び②「特定役務

の提供」をいい、それぞれ次のとおりです（法２①八の二）。 

 

① 「事業者向け電気通信利用役務の提供」（法２①八の四、基通５－８－４） 

    国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その役務の性質又は取引条件等か

ら、その役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。 

② 「特定役務の提供」（法２①八の五、令２の２、基通５－８－５～５－８－７） 

    資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能

人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、

国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供（不特定かつ多数の者に対して行う役

務の提供を除く。）をいいます。 

（参考） 「事業者向け電気通信利用役務の提供」の内容等については問１及び問３を、「特

定役務の提供」の内容等については、問 37から問 42をご覧ください。 

 

（「特定仕入れ」・「特定課税仕入れ」の意義） 

【答】 

「特定仕入れ」とは、事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいいます（法４①）。 

ここでいう特定資産の譲渡等とは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「特定役務

の提供」であり、特定資産の譲渡等を仕入れた場合、その仕入れが「特定仕入れ」となりま

す。 

また、「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち国内において行った「特定仕入れ」に

該当するものをいいます。「特定課税仕入れ」は、リバースチャージ方式により、「特定課税

仕入れ」を行った事業者に消費税の納税義務が課されることとなります（法５①、28②、45

①一）。 

  

問７ 「特定資産の譲渡等」について教えてください。 

問８ 「特定仕入れ」及び「特定課税仕入れ」について、詳細を教えてください。 
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Ⅱ 内外判定等 

（役務の提供を受ける者の住所等の判定方法等） 

【答】 

電気通信利用役務の提供を受ける者の住所等が国内であるかどうかについては、電気通

信利用役務の提供を行う事業者が、客観的かつ合理的な基準に基づいて判定することとな

りますが、例えば、インターネットを通じて電子書籍、音楽、ゲーム等をダウンロードさせ

るサービスなどにおいては、顧客がインターネットを通じて申し出た住所地と顧客が決済

で利用するクレジットカードの発行国情報とを照合して確認する等、各取引の性質等に応

じて合理的かつ客観的に判定できる方法により行うこととなります（基通５－７－15の２）。 

 

 

 

 

 

（国内事業者が国外に住所又は居所を有する者に行った電気通信利用役務の提供の内外判定） 

【答】 

電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかは、その役務の提供を受ける

者の住所又は居所が国内にあるかどうかにより判断されます（法４③三）。 

ご質問の取引は、役務の提供を受ける者の住所が国外ですので、国外取引として消費税は

課税されません。 

    

  

問９ 電気通信利用役務の提供の内外判定は、役務の提供を受ける者の住所等が国内かどう

かで行うとのことですが、役務の提供を受ける者の住所等が国内かどうかについてはど

のように判断するのですか。 

問 10 国外に住所を有する者にインターネットにより電子書籍等を配信した場合の課税関係

はどのようになりますか。 

【参考】消費税法第４条第３項第３号 

電気通信利用役務の提供である場合 当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所

若しくは居所（現在まで引き続いて１年以上居住する場所をいう。）又は本店若しくは主

たる事務所の所在地 
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（役務の提供を受ける者の住所等の判定） 

【答】 

国内取引には該当しません。 

「電気通信利用役務の提供」に該当する取引について、その役務の提供が消費税の課税対

象となる国内取引に該当するか否かの判定は、役務の提供を受ける者の住所等により判定

することとなります（法４③三、基通５－７－15の２）。 

一方で、国内に住所又は居所を有する者が海外旅行先で同様の役務の提供を受けた場合

には、その役務の提供を行った者が、国内事業者又は国外事業者のいずれであっても、国内

取引として消費税が課されます。 

 

（内国法人の海外支店に対する電気通信利用役務の提供の内外判定）【令和６年７月改訂】 

【答】 

電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかは、その役務の提供を受ける

事業者の本店又は主たる事務所が国内にあるかどうかにより判定することとなります（法

４③三、基通５－７－15の２）。 

したがって、国内に本店がある法人の海外支店に対して、インターネットを介して電子書

籍を提供した場合は、提供者が国内、国外いずれの事業者であっても国内取引に該当し消費

税が課されます。 

なお、国内以外に本店がある法人の日本国内の支店にインターネットを介して電子書籍

を提供した場合には、国外取引に該当し消費税は課されません。 

 

また、当該電子書籍の提供が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する場合は、 

➣ 国内事業者が国外事業所等で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国

外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは国外取引（リバースチャージ方式によ

る申告・納税の対象外） 

➣ 国外事業者が恒久的施設で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内

において行う資産の譲渡等に要するものは国内取引（リバースチャージ方式による申告・

納税の対象） 

となります（法４④ただし書き）。 

  

問 11 国内に旅行に来ている外国人旅行者（国内に住所又は居所がない者）に対して行うイ

ンターネットを介した電子書籍の提供は国内取引になりますか。 

問 12 内国法人の海外支店に対して行うインターネットを介した電子書籍の提供は国内取引

になりますか。 
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Ⅲ 納税義務の判定等 

（国外事業者の納税義務の判定①）【令和６年７月改訂】 

【答】 

国外事業者であっても、他の事業者と同様に事業者免税点制度が適用されます。したがっ

て、原則として、その基準期間における課税売上高が 1,000万円以下である場合には、免税

事業者に該当することとなります（法９①）。 

なお、課税売上高の計算方法等については、問 14・15を参照してください。 

（注） 国外事業者であっても、法第９条の２から第 12条の４までの事業者免税点制度の

特例※の規定は適用されます。 

※ 令和６年度税制改正により、国外事業者における事業者免税点制度が見直されています。 

詳しくは、国税庁ホームページの「消費税法等改正のお知らせ（令和６年４月）」をご覧

ください。 

 

  

問 13 国外事業者であっても、事業者免税点制度は適用されますか。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf
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（国外事業者の納税義務の判定②）【令和６年７月改訂】 

【答】 

基準期間における課税売上高を計算する際の課税資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡

等に該当するものは除かれていますので、特定資産の譲渡等以外の課税資産の譲渡等の対

価の額から課税売上高を計算して納税義務の判定を行うこととなります（法５①かっこ書

き、９①、基通１－４－２(注)３）。 

したがって、例えば、電気通信利用役務の提供のみを行っている国外事業者で、「事業者

向け電気通信利用役務の提供」と「消費者向け電気通信利用役務の提供」を国内に提供して

いる場合には、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る対価の額のみで課税売上高を

計算することになります。 

（注）１ 特定期間における課税売上高※の計算も同様です。 

※ 国外事業者は、令和６年 10 月１日以後開始する課税期間に係る特定期間における課税

売上高について、給与等支払額の合計額により判定することはできません。 

詳しくは、国税庁ホームページの「消費税改正のお知らせ（令和６年４月）」をご覧く

ださい。 

２ 令和７年４月１日以降行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」で、プラット

フォーム課税の対象となる取引は、特定プラットフォーム事業者が行ったものと

みなされますので、当該消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者の

基準期間や特定期間における課税売上高の計算に含める必要はありません。 

プラットフォーム課税についての詳細は、国税庁ホームページの「消費税のプラ

ットフォーム課税について」をご確認ください。  

問 14 電気通信利用役務の提供を行っている国外事業者の基準期間における課税売上高の計

算はどのように行えばよいでしょうか。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/index.htm
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（国内事業者の納税義務の判定） 

【答】 

消費税法第９条第１項（事業者免税点制度）の適用は、その事業者が行った課税資産の譲

渡等の対価の額から計算した課税売上高により判定することとされています。 

したがって、「特定課税仕入れ」は、その事業者の仕入れであって、課税資産の譲渡等で

はありませんので、「特定課税仕入れ」に係る支払対価の額を課税標準として消費税の申告・

納税を行っていたとしても、事業者免税点制度や簡易課税制度が適用されるか否かの判定

における課税売上高には、特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません（法９①、基

通１－４－２(注)４）。 

  

問 15 当社は国内に本店を有する法人です。当課税期間に国外事業者から「特定課税仕入れ」

である「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けました。また、当課税期間は一般課

税で課税売上割合も 95％未満なので、特定課税仕入れに係る支払対価の額を課税標準と

して申告を行います。この場合に、翌々課税期間の事業者免税点の判定を行う際の基準期

間における課税売上高に、特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれるのでしょうか。 
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Ⅳ 特定課税仕入れに係る申告等 

（リバースチャージ方式の概要）【令和６年７月改訂】 問５再掲 

【答】 

事業者が国内において行った課税仕入れのうち、国外事業者から受けた「事業者向け電気

通信利用役務の提供」については、その役務の提供を受けた国内事業者が、その「事業者向

け電気通信利用役務の提供」に係る支払対価の額を課税標準として、消費税及び地方消費税

の申告・納税を行うこととなります（法５①、28②、45①一）。 

なお、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合も他の課税仕入れと同様に、

役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります（法 30①）。 

ただし、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合に、リバースチャージ方式

により申告を行う必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課

税売上割合が 95％未満の事業者に限られます（27年改正法附則 42、44②）。 

 

（注） 事業者が、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、次の

①又は②に該当する課税期間については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務

の提供」はなかったものとされますので、リバースチャージ方式による申告を行う必

要はありません。また、その仕入税額控除も行えません（27年改正法附則 42、44②、

28年改正法附則 51の２④）。 

① 一般課税で、かつ、課税売上割合が 95％以上の課税期間 

② 簡易課税制度又は２割特例が適用される課税期間 

 

国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、 

➣ 国内事業者が国外事業所等で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、

国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは国外取引（リバースチャージ方式

による申告・納税の対象外） 

➣ 国外事業者が恒久的施設で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国

内において行う資産の譲渡等に要するものは国内取引（リバースチャージ方式による

申告・納税の対象） 

となります（法４④ただし書き）。 

 

 

  

問 16 「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受ける場合、リバースチャージ方式により

申告を行う必要があるとのことですが、その概要を教えてください。 
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 （参考）例えば、輸入貨物に係る消費税については、輸入者（仕入れを行った者等）が、課税

貨物に係る消費税額等を輸入時に納税するとともに、輸入時に納税した消費税額につ

いて、確定申告の際に仕入税額控除を行います。 

リバースチャージ方式は、この輸入時の納税を確定申告の際に行っていると考える

と分かりやすいのではないでしょうか。 

すなわち、一つの行為によって、その取引等に課された（課される）消費税が、納税

と控除の両面で登場することになります。 

 

（特定課税仕入れに係る消費税の課税標準）【令和６年７月改訂】 

【答】 

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る「支払対価の額」とな

ります。「支払対価の額」とは、対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以

外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいいます（法 28②、基通 10－２－１）。 

なお、特定課税仕入れについては、当該特定課税仕入れを行った事業者に納税義務が課さ

れていますので、支払った対価の額には消費税等に相当する金額は含まれていません。 

したがって、課税資産の譲渡等の対価の額のように 110 分の 100 を乗じて税抜計算する

必要はなく、支払った（支払うべき）金額がそのまま課税標準額となります。 

  

問 17 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準について教えてください。 

課税資産の譲渡等 

に係る消費税額 
－ 

 

＝ 
納付すべき 

消費税額 

課税標準に係る消費税額 

課税仕入れ等 

に係る消費税額 
× ８０％ 

＝ － 

 
課税資産の譲渡等 

に係る消費税額 

特定課税仕入れ 

に係る消費税額 

 
課税仕入れ等 

に係る消費税額 

特定課税仕入れ 

に係る消費税額 

× ８０％ 
納付すべき 

消費税額 

控除される消費税額 

【特定課税仕入れがある場合の消費税の計算イメージ】 

（注） 課税売上割合が 80％で、一括比例配分方式を前提に記載しています。 

特定課税仕入れがある場合 
（当分の間は、一般課税で申告する事業者で、その課税期間に 

おける課税売上割合が 95％未満の事業者に限られます。） 
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（特定課税仕入れに係る消費税額）【令和６年７月改訂】 

【答】 

課税標準額に対する消費税額から控除する特定課税仕入れに係る消費税額は、特定課税

仕入れに係る「支払対価の額」に 100分の 7.8を乗じて算出した金額となります（法 30①）。 

特定課税仕入れについては、当該特定課税仕入れを行った事業者に納税義務が課されて

いますので、支払った対価の額には消費税等に相当する金額は含まれていません。 

したがって、特定課税仕入れ以外の課税仕入れのように 110 分の 7.8 を乗じて計算する

ことにはなりませんのでご注意ください。 

 

（「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかどうかの判断） 

【答】 

   その電気通信利用役務の提供が、例えば、広告の配信やインターネット上でゲームやソフ

トウエアの販売場所を提供するサービスなど、その役務の性質から事業者向けであると判

断できるもの以外については、取引条件等から判断することとなります（法２①八の四）。 

例えば、クラウドサービス等であっても広く消費者も申し込めるものは当然に「事業者向

け電気通信利用役務の提供」に該当しませんが、例えば、取引当事者間において提供する役

務の内容を個別に交渉し、取引当事者間固有の契約を結ぶもので、取引当事者間で契約過程

及びその最終的な契約書等において、事業者向けであることが明らかなものは「事業者向け

電気通信利用役務の提供」に該当します。 

このように、取引条件等から「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものは、

取引に関与している当事者間で契約書等により「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該

当していることが明確となるものですので、これら契約書や契約過程の連絡文書等により

確認することとなります。 

 

なお、事業者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者には、あらかじめ課税仕入れ

を行う国内事業者に対して、当該国内事業者が納税義務者となる旨（当該取引がリバースチ

ャージ方式の対象であること）を表示する義務が課されていますので、取引開始時等にこれ

ら表示を確認いただくことも有用です（法 62）。 

 

 

  

問 18 課税標準額に対する消費税額から控除する特定課税仕入れに係る消費税額について教

えてください。 

問 19 当社は、国外事業者と様々な取引を行っています。当社が受けた「電気通信利用役務

の提供」が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかどうかはどのように判定

すればよいですか。 
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（事業者向け電気通信利用役務の提供である旨の表示） 

【答】 

例えば、インターネット等において役務の提供の内容等を紹介している場合には、その規

約や価格表示されている場所など、また、カタログ等を発行している場合にはそのカタログ

などの取引相手が容易に認識できる場所に、「日本の消費税は役務の提供を受けた貴社が納

税することとなります。」や「日本の消費税のリバースチャージ方式の対象取引です。」など

の表示を行うこととなります。 

その他、対面やメール等で取引内容等の交渉を行うのであれば、当該交渉を開始する段階

において取り交わす、書類やメールなどにこれらの文言を明記することとなります。 

いずれにしても、取引の相手方が、あらかじめ当該取引が自身に納税義務が課されるもの

であることが認識できるような表示を行う必要があります（法 62、基通５－８－２）。 

  

問 20 国内において「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者は、当該役務

の提供に際し、あらかじめ、「当該役務の提供に係る特定課税仕入れを行う事業者が消費

税を納める義務がある旨」を表示する必要がありますが、どのような方法で行えばよいで

すか。 
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（役務の提供を受けた者が納税義務者となる旨の表示がない場合）【令和６年７月改訂】 

【答】 

事業者向け電気通信利用役務の提供を含む「特定資産の譲渡等」を行う国外事業者は、当

該特定資産の譲渡等を行う場合、あらかじめ、当該特定資産の譲渡等を受ける事業者におい

て、特定課税仕入れとして消費税を納める義務がある旨の表示を行わなければならないこ

ととされています（法 62、基通５－８－２）。 

一方で、ご質問の場合のように、国外事業者がその取引について特定課税仕入れとして消

費税を納める義務がある旨の表示を行っていないとしても、当該表示の有無は納税義務の

成立に影響を及ぼすものではありませんので、当該役務の提供が特定課税仕入れ（例えば、

事業者向け電気通信利用役務の提供）に該当するものであれば、仕入れた事業者において消

費税を納める義務が生じます。 

なお、経過措置により、当分の間は、 

① 一般課税で、かつ、課税売上割合が 95％以上の課税期間、又は 

② 簡易課税制度若しくは２割特例が適用される課税期間 

に行った「特定課税仕入れ」はなかったものとして消費税法が適用されますので、「事業者

向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合に、リバースチャージ方式により申告を行う必

要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が 95％

未満の事業者に限られます（27年改正法附則 42、44②、28年改正法附則 51の２④）。 

 

  

問 21 事業者向け電気通信利用役務の提供を受ける際に、「当該役務の提供に係る特定課税仕

入れを行う事業者が消費税の納税義務者となる旨」の表示がない場合、この取引について

リバースチャージ方式による申告を行う必要がありますか。 
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（課税売上割合に準ずる割合が 95％以上である場合のリバースチャージ方式の申告） 

【答】 

「課税売上割合に準ずる割合」が 95％以上であっても、「課税売上割合」が 95％未満であ

れば、「特定課税仕入れ」がなかったものとされる経過措置の適用はありません。したがっ

て、その課税期間に「特定課税仕入れ」があればリバースチャージ方式による申告を行う必

要があります（27年改正法附則 42）。 

なお、「課税売上割合に準ずる割合」を適用して計算することとしている場合には、その

「特定課税仕入れ」に係る仕入控除税額の計算も、当該承認を受けている「課税売上割合に

準ずる割合」に基づいて行うこととなります（法 30③）。 

 

（免税事業者から提供を受けた特定課税仕入れ）【令和６年７月改訂】 

【答】 

リバースチャージ方式による申告が必要です。 

事業者向け電気通信利用役務の提供等については、役務の提供を受けた事業者において、

「特定課税仕入れ」として納税義務が課されることとされています（法５①、基通５－８－

１）。 

ところで、「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち事業として他の者から受けた「事

業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」をいうこととされています（法

４①）。したがって、その提供者が免税事業者であっても提供される役務の提供が「事業者

向け電気通信利用役務の提供」等に該当するのであれば、役務の提供を受けた事業者におい

て「特定課税仕入れ」として納税義務が課されますので、ご質問のように当課税期間に簡易

課税制度や２割特例の適用がなく、課税売上割合が 95％未満であれば、リバースチャージ

方式による申告・納税を行うこととなります。 

 

  

問 22 一般課税で申告する場合でも課税売上割合が 95％以上であれば、その課税期間の「特

定課税仕入れ」はなかったものとされ、リバースチャージ方式による申告は必要ないこと

とされていますが、「課税売上割合に準ずる割合」の承認を受けている場合において、「課

税売上割合に準ずる割合」が 95％以上である場合も同様にリバースチャージ方式による

申告は必要ありませんか。 

問 23 国外の免税事業者にインターネットによる広告配信を依頼しました。当社は、当課税

期間について簡易課税制度や２割特例の適用がなく、課税売上割合も 95％未満ですが、

免税事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供についてもリバースチャージ

方式により申告を行う必要があるのでしょうか。 
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（特定課税仕入れがなかったものとされた課税期間における特定課税仕入れの仕入税額控除）

【令和６年７月改訂】 

【答】 

特定課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除を行うことはできません。 

経過措置により、当分の間、 

① 一般課税で、かつ、課税売上割合が 95％以上の課税期間、又は 

② 簡易課税制度若しくは２割特例が適用される課税期間 

に行った「特定課税仕入れ」はなかったものとして消費税法が適用されます。 

したがって、当該特定課税仕入れについては課税標準として申告する必要がなく、また、

当該特定課税仕入れについて仕入税額控除を行うこともできません（27年改正法附則 42、

44②、28年改正法附則 51の２④、基通５－８－１(注)）。 

 

（特定課税仕入れがある場合の簡易課税制度等による申告）【令和６年７月改訂】 

【答】 

簡易課税制度や２割特例が適用される課税期間については、当分の間、その「特定課税仕

入れ」はなかったものとされます（27 年改正法附則 44②、28 年改正法附則 51 の２④、基

通５－８－１(注)）。 

したがって、簡易課税制度や２割特例が適用される課税期間において「特定課税仕入れ」

があったとしても、自身が行った課税資産の譲渡等のみから納付税額の計算を行うことと

なります。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

問 24 一般課税で、かつ、課税売上割合が 95％以上の課税期間で、特定課税仕入れについて

リバースチャージ方式による申告が必要ない場合であっても、特定課税仕入れに係る消

費税額について、仕入税額控除を行うことができますか。 

問 25 簡易課税制度や２割特例の適用を受ける課税期間において、特定課税仕入れに係る消

費税額がある場合の申告方法等について教えてください。 

例えば、簡易課税制度における控除税額の計算については次のとおり規定されています

が、経過措置により、簡易課税制度が適用される課税期間においては当分の間、その「特定

課税仕入れ」はなかったものとされますので、一般的には、「特定課税仕入れ」については考

慮する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易課税制度における控除税額は次の①と②の合計金額とされています（法 37①）。 

① 課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額に対する消費税額から売上げに係る

対価の返還等の金額に係る消費税額を控除した残額にみなし仕入率を乗じて計算し

た金額 

② 特定課税仕入れに係る課税標準である金額に対する消費税額から特定課税仕入れ

に係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額を控除した残額 
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（免税事業者が提供を受けた特定課税仕入れ） 

【答】 

免税事業者は、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れのいずれについてもその納税義務

が免除されていますので、国外事業者から特定課税仕入れ（インターネットによる広告の配

信）を受けたとしても、消費税の申告を行う必要はありません（法９①）。 

 

（「特定課税仕入れ」に係る帳簿及び請求書等の保存）【令和６年７月改訂】 

【答】 

課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、適格請求書等の保存

は必要なく、法令に規定された事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を

受けることができます（法 30⑦）。 

この場合の帳簿の記載事項は法第 30条第８項第２号に次のとおり定められています。 

 

 

 

 

 

 

特定課税仕入れに係るものである旨の記載については、例えば、帳簿に特定と付記するな

ど、事後にその課税仕入れが特定課税仕入れに該当することが確認できる表示で差し支え

ありません。 

 

  

問 26 当社は免税事業者ですが、国外の事業者にインターネットによる広告配信を依頼して

います。このような取引について、免税事業者でも申告等が必要になりますか。 

問 27 特定課税仕入れに係る消費税額の仕入税額控除を行う場合の帳簿及び請求書等の保存

について教えてください。 

イ 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称 

ロ 特定課税仕入れを行った年月日 

ハ 特定課税仕入れの内容 

ニ 第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額 

ホ 特定課税仕入れに係るものである旨 
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Ⅴ 課税売上割合の計算方法 

（課税売上割合の計算方法） 

【答】 

課税売上割合の計算については、原則として、その事業者の資産の譲渡等及び課税資産の

譲渡等の対価の額により計算しますので、課税売上割合の計算において、その事業者の資産

の譲渡等及び課税資産の譲渡等ではない特定課税仕入れに係る金額は考慮する必要はあり

ません（法 30）。 

    

また、国外事業者においても、課税売上割合を計算する際の資産の譲渡等及び課税資産の

譲渡等からは「特定資産の譲渡等」（「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務

の提供」）が除かれていますので、特定資産の譲渡等を除いたところで課税売上割合の計算

を行うこととなります（法 30⑥、令 48①）。 

  

問 28 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算について教えてください。 



- 27 - 

 

Ⅵ 「消費者向け電気通信利用役務の提供」の税額控除等 

（「消費者向け電気通信利用役務の提供」の税額控除）【令和６年７月改訂】 

【答】 

事業者が、国内において行った課税仕入れのうち、国外事業者から受けた「消費者向け電

気通信利用役務の提供」に係るものについては、適格請求書等保存方式の下、仕入税額控除

の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿及び売手である国外事業者から交

付を受けた適格請求書や適格簡易請求書（これらの書類の記載事項に係る電磁的記録を含

みます。）の保存が必要です※（法 30⑦⑧⑨）。 

なお、国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供については、少額特例

（一定規模以下の事業者が、令和５年 10月１日から令和 11年９月 30日までの間に行う税

込み１万円未満である課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存によ

り仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置）の適用を受けることができます（28

年改正法附則 53の２、30年改正令附則 24の２①）。他方、適格請求書発行事業者以外の者

から行った課税仕入れについて、一定割合（80％、50％）を仕入税額とみなして控除できる

経過措置の適用を受けることはできません（30年改正令附則 24）。 

 

適格請求書等保存方式についての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求

書等保存方式に関するＱ＆Ａ」をご覧ください。 

 

※ 令和７年４月１日以降に国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供の

うち、プラットフォーム課税の対象となる取引については、仕入税額控除の適用に当たっ

て特定プラットフォーム事業者（適格請求書発行事業者）が交付する適格請求書等を保存

することとなります。 

プラットフォーム課税についての詳細は、国税庁ホームページの「消費税のプラットフ

ォーム課税について」をご覧ください。 

 

 

  

問 29 国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除

について教えてください。 

国外事業者が行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた事業者においては、

仕入税額控除の適用に当たって、売手である国外事業者から交付を受けた適格請求書等

の保存が必要です。 

したがって、「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者は、売上先等事

業の内容を踏まえ、適格請求書発行事業者となることを検討する必要があります。 

適格請求書発行事業者の登録等については、問 30～32をご覧ください。 

 

また、適格請求書等保存方式についての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における

適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ」をご覧ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
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（国外事業者が「適格請求書発行事業者」になるための登録手続）【令和６年７月追加】 

【答】 

適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。 

国外事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合（登録を受けることが

できるのは、課税事業者に限られます。）には、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書

発行事業者の登録申請書（国外事業者用）」を提出する必要があります（法 57の２②、基

通１－７－１）。 

登録申請書は、e-Taxを利用して提出できますので、ぜひご利用ください。なお、郵送

により登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなり

ます。 

登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求

書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、そ

の旨を通知することとされています（法 57の２③④⑤⑦）。 

また、適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」にお

いて公表されます。 

 

なお、登録を受けようとする国外事業者が、特定国外事業者※に該当するかどうかに応じ、

それぞれ次のいずれかの事実に該当すると認められるときは、登録を拒否される場合があ

ります（法 57の２⑤）。 

※ 特定国外事業者とは、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これ

らに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいいます。 

【特定国外事業者の場合】 

・ 消費税に関する税務代理の権限を有する税務代理人がないこと 

・ 納税管理人の届出をしていないこと 

・ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること 

・ 登録を取り消され（次の①又は②のいずれかに該当したことにより取り消された場合

に限ります。）、その取消しの日から１年を経過しない者であること 

① 消費税につき期限内申告書の提出がなかった場合において、当該提出がなかった

ことについて正当な理由がないと認められること 

② 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること 

・ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から２年を経過しない者であること 

【特定国外事業者以外の事業者の場合】 

・ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと 

問 30 適格請求書を交付するに当たって、国外事業者が「適格請求書発行事業者」の登録を

受けるには、どのような手続で行うのですか。 
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・ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から２年を経過しない者であること 

（注）１ 例えば、法人が消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合におい

て、当該法人の代表者が法人とともに罰金以上の刑に処せられたときは、その執行

が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しなければ、代表

者は個人事業者としての登録も受けることができません。 

２ 「罰金以上の刑」には、各種加算税や延滞税の賦課決定処分は含まれません。 

 

また、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、その基準期間における課税売上

高が 1,000万円以下となった場合でも免税事業者となりません（法９①、基通１－４－１

の２）。 

 

（注） 適格請求書発行事業者として登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。売上先

等自身の事業の内容を踏まえ、登録の要否をご検討ください 

 

（登録を受けた場合の登録通知）【令和６年７月追加】 

【答】 

適格請求書発行事業者の登録の通知については、登録申請書を e-Taxにより提出して、登

録通知について電子での通知を希望した場合は、通知書等一覧に登録番号※等が記載された

登録通知書がデータで格納され、その他の場合は、書面にて登録番号等が記載された登録通

知書が送付されます。 

電子データで登録通知を希望していただくことで、 

・ 税務署での処理後、速やかに電子通知が行われるため、書面より早期に登録通知書を受

領することができる 

・ 通知書等一覧内にデータ保管されるため、登録通知書の紛失のおそれがない（保管され

たデータは、書面により出力することやＰＤＦデータでの保存をすることが可能） 

などのメリットがありますので、ぜひご利用ください。 

なお、登録通知書は、原則として再発行を行いませんので大切に保管してください。 

※ 適格請求書発行事業者として登録を受けた場合に事業者に通知される番号（Ｔ＋13 桁

の数字）です（以下同じ。）。 

 

  

問 31 適格請求書発行事業者の登録は、どのような方法で通知されますか。 
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（「適格請求書発行事業者」の登録の取りやめ）【令和６年７月追加】 

【答】 

適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の

取消しを求める旨の届出書」（以下「登録取消届出書」といいます。）を提出することにより、

適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます（法 57の２⑩一）。 

なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課

税期間の初日に登録の効力が失われることとなります（法 57の２⑩一）。 

ただし、登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して 15 日前の日※を過ぎて提出

した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります（法 57の２⑩一、

令 70の５③）。 

※ 「翌課税期間の初日から起算して 15日前の日」が日曜日、国民の祝日に関する法律（昭

和 23年法律 178号）に規定する休日その他一般の休日、土曜日又は 12月 29日、同月 30

日若しくは同月 31日であったとしても、これらの日の翌日とはなりません。 

 

（注） 税務署長は、以下の区分に応じ、それぞれ次の場合に適格請求書発行事業者の登録

を取り消すことができることとされています（法 57の２⑥）。 

   【特定国外事業者である場合】 

① 事業を廃止したと認められること 

② 合併により消滅したと認められること 

③ 期限内申告書の提出期限までに、消費税に関する税務代理の権限を有することを

証する書面が提出されていないこと 

④ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと 

⑤ 消費税につき期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がないと認

められること 

⑥ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること 

⑦ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと 

⑧ 登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をした申請書を提出し、登録を受けたこと  

【特定国外事業者以外の事業者である場合】 

① １年以上所在不明であること 

② 事業を廃止したと認められること 

③ 合併により消滅したと認められること 

④ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと 

⑤ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと 

⑥ 登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をした申請書を提出し、登録を受けたこと  

このうち、①「１年以上所在不明であること」における「所在不明」については、例

問 32 「適格請求書発行事業者」としての登録を取りやめる場合の手続等について教えてく

ださい。 
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えば、消費税の申告書の提出がないなどの場合において、文書の返戻や電話の不通をは

じめとして、事業者と必要な連絡が取れないときなどが該当します。 

なお、消費税法上、事業者に、②事業の廃止の事実があった場合は「事業廃止届出書」

を、③合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」をそれぞ

れ提出する義務があります（これらの届出書の提出により登録は失効します。）（法 57

①三、五、法 57の２⑩）。 
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（適格請求書に記載が必要な事項）【令和６年７月追加】 

【答】 

適格請求書に記載すべき事項は、以下のとおりです（法 57の４①）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行

う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができ

ます（法57の４②、令70の11）。 

適格簡易請求書の記載事項は、適格請求書の記載事項よりも簡易なものとされており、適

格請求書の記載事項と比べると、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不

要である点、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で

足りる点が異なります。 

具体的な記載事項は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエ

ア（ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。）の配信などで、消費者向け

電気通信利用役務の提供に該当するサービスについては、適格簡易請求書の交付が

できる事業に該当します。 

  

問 33 適格請求書に記載すべき事項を教えて下さい。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象

課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等

である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金

額及び適用税率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象

課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等

である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金

額 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率（注） 

（注） 「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。 
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Ⅶ 特定課税仕入れに係る支払対価の返還等を受けた場合の取扱い 

（経過措置により、特定課税仕入れがなかったものとされた課税期間以後の課税期間において、

当該特定課税仕入れに係る支払対価の額の返還等を受けた場合）【令和６年７月改訂】 

【答】 

一般課税で申告する課税売上割合が 95％以上である課税期間及び簡易課税制度又は２割

特例が適用される課税期間においては、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとして消

費税法を適用することとされています（27 年改正法附則 42、44②、28 年改正法附則 51 の

２④）。 

したがって、これらの課税期間において行った特定課税仕入れに係る支払対価について、

その後の課税期間に対価の返還等を受けた場合であっても、既になかったものとされた特

定課税仕入れに係るものですので、消費税法第 32 条《仕入れに係る対価の返還等を受けた

場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》、消費税法第 38条の２第１項《特定課税仕入れ

に係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除》の規定は適用されません。 

 

（免税事業者であった課税期間において行った特定課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合）  

【答】 

免税事業者であった課税期間において行った特定課税仕入れについては、当該特定課税

仕入れを行った課税期間が免税事業者であったことから、当該特定課税仕入れに係る消費

税額等は生じていませんので、課税事業者となった課税期間において特定課税仕入れに係

る対価の返還等を受けた場合であっても、当該対価の返還等の金額について消費税法第 32

条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》、消費

税法第 38 条の２第１項《特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控

除》の規定の適用はありません（基通 12－１－８、14－１－12）。 

  

問 34 一般課税で申告する課税売上割合が 95％以上の課税期間や簡易課税制度又は２割特例

が適用される課税期間においては、経過措置により、当分の間、特定課税仕入れはなかっ

たものとされますが、このような課税期間に提供を受けた特定課税仕入れに係る支払対

価について、その後の課税期間において値引き等により、対価の一部の返還等を受けた場

合に、消費税の申告を行う際に「仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る

消費税額の控除の特例」や「特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額

の控除」の規定の適用はどのようになるのでしょうか。 

問 35 免税事業者であった課税期間において行った特定課税仕入れについて、課税事業者と

なった課税期間に値引きがあり支払対価の一部の返還等を受けましたが、「仕入れに係る

対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例」など、消費税の申告の

際に何らかの調整計算等を行う必要があるでしょうか。 
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（免税事業者となった後に特定課税仕入れに係る支払対価の額の返還等を受けた場合） 

【答】 

   免税事業者は、消費税の納税義務がなく、消費税の確定申告を行えませんので、免税事業

者となった後において、課税事業者であった課税期間における特定課税仕入れに係る対価

の返還等を受けた場合であっても、その返還等の金額については、法第 32 条《仕入れに係

る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》、法第 38 条の２第１

項《特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除》の規定は適用され

ません（基通 12－１－９、14－１－13）。 

 

  

問 36 課税事業者である課税期間において特定課税仕入れを行いました。また、その課税期

間について一般課税で申告し、課税売上割合が 95％未満でしたので、当該特定課税仕入

れについて確定申告を行いました。その後、免税事業者となった課税期間において値引き

があり支払対価の一部の返還を受けましたが、特定課税仕入れに係る対価の返還等につ

いて、消費税の申告等を行う必要があるでしょうか。 
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Ⅷ 芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税関係 

（「芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税関係」の概要）【令和６年７月改訂】 

【答】 

国内で音楽の実演やスポーツ競技大会等への出場などの役務の提供を行えば、当該役務

の提供を行った事業者が国外事業者であっても消費税法上の国内取引とされています。 

ただし、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供のうち、映画若しくは演劇の俳

優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行

うもの※については、消費税法上「特定役務の提供」と位置付けられ、当該「特定役務の提

供」を受けた事業者において、「特定課税仕入れ」として申告・納税を行うこととなります

（リバースチャージ方式）（法２①八の五、５①、28②、45①一、令２の２）。 

※ 不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除きます（問 39参照）。 

 

（「特定役務の提供」の範囲①） 

【答】 

国外事業者が、国内において、対価を得て他の事業者に対して行う 

① 芸能人として行う映画の撮影、テレビへの出演 

② 俳優、音楽家として行う演劇、演奏 

③ スポーツ競技大会等への出場 

等が該当します（法２①八の五、令２の２、基通５－８－５）。 

この場合に、国外事業者が個人事業者で、当該個人事業者自身が①から③の役務の提供を

行う場合も含まれます。 

また、例えば、国外事業者であるプロスポーツ選手が、映画やＣＭ等の撮影を国内で行っ

て、その演技、出演料等を受領する場合も芸能人として①に含まれます。また、国外事業者

がアマチュア、ノンプロ等と称されている者であっても、スポーツ競技等の役務の提供を行

うことにより報酬・賞金等を受領するものであれば、③に含まれることとなります。 

（注） ①～③のような役務の提供であっても、問 39 のように、国外事業者が不特定かつ

多数の者に対して行うものは、「特定役務の提供」から除かれます。 

 

  

問 37 「芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税関係」の概要を教えてください。 

問 38－１ 「特定役務の提供」とは、具体的にどのような取引が該当しますか。 
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（「特定役務の提供」の範囲②）【平成 27年９月追加】 

【答】 

   「特定役務の提供」は、国外事業者である職業運動家が行うスポーツ競技等への出場等が

該当します。 

したがって、国内のスポーツチーム等が非居住者である監督、コーチ等から競技指導など

の役務の提供を受けた場合であっても、監督、コーチ等は職業運動家に該当しませんので、

当該役務の提供は「特定役務の提供」には該当しないこととなります。 

 

（「特定役務の提供」の範囲③）【平成 28年 12月追加】 

【答】 

   「特定役務の提供」は、国外事業者が芸能人として行う映画の撮影・テレビの出演等が該

当します。 

したがって、ファッションショーや雑誌等で服を披露するなど、非居住者からモデルとし

ての役務の提供を受けた場合、このような役務の提供は、芸能人として行う役務の提供には

該当しませんので、「特定役務の提供」には該当しないこととなります。 

一方で、その役務の提供が、テレビやコマーシャルへの出演など、モデルとしての役務の

提供ではなく芸能人としての役務の提供である場合には、モデルの肩書を有する非居住者

が提供するものであっても、「特定役務の提供」に該当します。 

 

 

 

 

 

 

  

問 38－２ 非居住者であるスポーツチームの監督やコーチが行う、監督・コーチとしての役

務の提供は「特定役務の提供」に該当しますか。 

問 38－３ 非居住者であるモデルが行う役務の提供は「特定役務の提供」に該当しますか。 
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（「特定役務の提供」から除かれるもの） 

【答】 

   「特定役務の提供」には該当しません。 

「特定役務の提供」とは、国外事業者が国内において行う、映画若しくは演劇の俳優、音

楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務

の提供のうち、当該国外事業者が他の事業者に対して行うもので、当該国外事業者が不特定

かつ多数の者に対して行う役務の提供以外のものとされています（令２の２、基通５－８－

６）。 

したがって、国内においてコンサート等を開催する事業者に対して、所属する音楽家等を

出演させる行為は、今回の「特定役務の提供」に該当しますが、ご質問のように、貴社がコ

ンサート等を開催し、直接、不特定かつ多数の者に対して役務の提供を行うものは、「特定

役務の提供」に含まれませんので、貴社において消費税の納税義務が課されることとなりま

す。 

なお、仮に、このようなコンサートの観客の中に、国内の事業者が事業に関連して購入し

たチケットにより来場した者がいたとしても、これら費用についてリバースチャージ方式

による申告は必要なく、これまで同様に役務の提供を受けた事業者の仕入税額控除の対象

となります。 

 

（仲介者等に支払う仲介手数料等） 

【答】 

   国外の音楽家が日本で演奏するために当該音楽家又は音楽家を雇用等している国外事業

者に対して支払う演奏に対する対価が「特定役務の提供」の対価に該当し、貴社において「特

定課税仕入れ」としてリバースチャージ方式による納税義務が課されることとなります。 

   ご質問のような、演奏する又は演奏する者を雇用等している国外事業者以外に支払う仲

介手数料は、仲介という役務の提供に対する対価と認められますので、その対価は、「特定

役務の提供」の対価には該当しないこととなります（令２の２、基通５－８－７）。 

   

（注） リバースチャージ方式により申告を行う必要があるのは、一般課税により申告する

事業者で、その課税期間における課税売上割合が 95％未満の事業者に限られます（27

年改正法附則 42、44②）。  

問 39 当社は、音楽家を雇用して各国でコンサートを実施している国外事業者です。今般、

日本の会場を借りて、直接、日本の観客にチケットを販売してコンサートを開催しようと

考えています。日本のプロモーター等は一切関与しません。この場合、当社が行うコンサ

ートの開催は、「特定役務の提供」に該当しますか。 

問 40 国外の音楽家に国内で演奏してもらうために、当該音楽家を仲介する国外の事業者に

仲介手数料を支払いました。このような手数料の取扱いを教えてください。 
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（国外事業者のために負担する旅費等） 

【答】 

   貴社が、ホテルへ直接支払った費用を「特定役務の提供」に係る支払対価には該当しない

ものとして処理している場合には、貴社において、帳簿及び請求書等の保存を行うことで、

「課税仕入れ」として、仕入税額控除の対象となります（基通 10－２－３）。 

この場合、ホテルへ直接支払った金額を除いた、国外事業者に支払われた金額は、「特定

役務の提供」の対価に該当し、貴社において「特定課税仕入れ」としてリバースチャージ方

式による納税義務が課されることとなります。 

    

（注） リバースチャージ方式により申告を行う必要があるのは、一般課税により申告する

事業者で、その課税期間における課税売上割合が 95％未満の事業者に限られます（27

年改正法附則 42、44②）。 

 

（特定役務の提供を行う事業者の納税義務の判定）【平成 28年 12月追加】【令和６年７月改訂】 

【答】 

基準期間における課税売上高を計算する際の課税資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡

等に該当するものは除かれています。したがって、基準期間における課税売上高は、国内に

おいて行った課税資産の譲渡等の対価の額から特定資産の譲渡等の対価の額を除いた金額

となります（法５①かっこ書き、９①、基通１－４－２(注)３）。 

このため、日本国内での収入が音楽の演奏など「特定役務の提供」に該当するもののみで

あった非居住者については、基準期間における課税売上高は０円（1,000万円以下）となり

ますので、当該課税期間については免税事業者となります。 

（注） 特定期間における課税売上高※の計算も同様です。 

※ 非居住者（国外事業者）は、令和６年 10月１日以後開始する課税期間に係る特定期間に

おける課税売上高について、給与等支払額の合計額により判定することはできません。 

詳しくは、国税庁ホームページの「消費税改正のお知らせ（令和６年４月）」をご覧くだ

さい。 

  

問 41 当社は、国内でスポーツ競技を開催する事業者ですが、国外事業者であるスポーツ選

手に来日して競技を行ってもらうために、滞在中の滞在費等については、当社が負担する

こととし、直接ホテルに支払いを行うこととしています。このような場合に当社がホテル

へ支払った費用の取扱いを教えてください。 

問 42 非居住者が日本国内で行う音楽の演奏などの「特定役務の提供」については、その納

税義務が役務の提供を受ける者に課される（リバースチャージ方式）とのことですが、こ

のような役務の提供を行う非居住者の納税義務の判定は、どのように行えばよいでしょ

うか。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf
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Ⅸ 特定課税仕入れがある場合の経理処理 

（特定課税仕入れがある場合の経理処理）【平成 28年 12月追加】【令和６年７月改訂】 

【答】 

   次の仕訳例１や仕訳例２の経理処理を行うことになります。 

 

＜仕訳例１＞ 

  特定課税仕入れ  10,000円 ／ 支払対価（現金）  10,000円 

 

＜仕訳例２＞ 

  特定課税仕入れ  10,000円 ／ 支払対価（現金）  10,000円 

  仮払金       1,000円 ／ 仮受金        1,000円 

 

 特定課税仕入れ（問８を参照してください。）を行った事業者は、当該特定課税仕入れに係る

消費税の申告・納税義務が課されるため、その取引時において国外事業者との間で特定課税仕入

れに係る消費税等の額に相当する金銭の受払いがなく、その対価の額と区分すべき消費税等の

額はありません。 

したがって、特定課税仕入れの対価を支払った時の会計仕訳は＜仕訳例１＞のようになりま

す。つまり、税抜経理方式又は税込経理方式のいずれの方式を適用している場合であっても、経

理処理は同様となります。 

また、税抜経理方式を適用している課税事業者で、いわゆる伝票会計を行うものが決算処理等

の都合上、取引時においてその特定課税仕入れに係る消費税等の額に相当する額を、仮受金及び

仮払金等の仮勘定を用いて＜仕訳例２＞のように経理処理している場合には、当該仮受金又は

仮払金等として経理した金額をそれぞれ仮受消費税等の額又は仮払消費税等の額に該当するも

のとして法人税の課税所得金額を計算することとなります（平成元年３月１日付直法２－１「消

費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」（法令解釈通達）５の２）。 

なお、一般課税により申告を行う場合で、特定課税仕入れを行った課税期間の課税売上割合が

95％未満のときは、リバースチャージ方式による消費税等の申告を行う必要がありますので、こ

の特定課税仕入れに係る対価の額については、他の課税仕入れに係る対価の額と区分して管理

することが必要となります。 

  

問 43 当社は、税抜経理方式を適用している消費税の課税事業者ですが、国外事業者から「事

業者向け電気通信利用役務の提供」を受け、その対価を支払った場合の経理処理について

教えてください。 

  ≪前提≫ 事業者向け電気通信利用役務の提供（特定課税仕入れ）に係る対価 10,000円 

当該特定課税仕入れに係る消費税等の額 1,000円（対価の 10％相当額） 
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令和５年 10月から、適格請求書等保存方式（インボイス制度）が開始されました。 

インボイス制度では、「帳簿」及び所轄税務署長に申請して登録を受けた「適格請求書発行事

業者」が交付する「適格請求書」（インボイス）の保存が、仕入税額控除の要件となります。 

これに伴い、平成 27年度税制改正により創設された、国外事業者から受けた消費者向け電気

通信利用役務の提供に係る下記の制度（以下「旧制度」といいます。）は、令和５年９月 30日を

もって廃止されました。なお、廃止前の制度については、以下の問のとおりであり、平成 27 年

10 月１日から令和５年９月 30 日までの間に行った課税仕入れに適用されます（27 年改正法附

則１三ロ、同 35、28年改正法附則１九ニ、同 153）。 

・ 国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限（旧

27改正法附則 38①） 

・ 登録国外事業者制度（旧 27改正法附則 39） 

 

（注） 以降の問における「登録番号」とは、登録国外事業者として登録を受けた事業者に付さ

れた登録番号（00001等の５桁の番号）をいいます。 

 

（旧制度の概要） 

【答】 

① 国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る仕入税額控除の制限

（旧 27年改正法附則 38①） 

電気通信利用役務の提供のうち「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、当該

役務の提供を行った事業者が消費税の申告・納税を行いますが、平成 27年 10月１日から令

和５年９月 30日までの間に国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」

については、仕入税額控除ができません。 

ただし、登録国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、

仕入税額控除を行うことができます。 

② 登録国外事業者制度（旧 27年改正法附則 39） 

①のとおり、国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた国内事業者

は、一定の間、その役務の提供につき仕入税額控除を行うことができませんが、国税庁長官

の登録を受けた登録国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」について

は、仕入税額控除が可能となる制度です。 

  

参考資料：令和５年９月 30日以前の制度について【令和６年７月追加】 

旧制度・問１ 平成 27年度税制改正による、①国外事業者から受けた消費者向け電気通信利

用役務の提供に係る仕入税額控除の制限と、②登録国外事業者制度の概要を教えてくだ

さい。 
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（「消費者向け電気通信利用役務の提供」の税額控除） 

【答】 

事業者が、国内において行った課税仕入れのうち、平成 27年 10月１日から令和５年９月

30 日までの間に国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係るもの

については、仕入税額控除の適用は認められません（旧 27年改正法附則 38①）。 

ただし、「登録国外事業者」から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」について

は、仕入税額控除の適用が認められます（旧 27年改正法附則 38①ただし書）。 

この場合、他の課税仕入れと同様に帳簿及び請求書等を保存しておく必要があります。こ

の場合の帳簿及び請求書等は、他の課税仕入れに係る記載事項に加えて、帳簿については

「登録国外事業者」に付された「登録番号」、請求書等については、「登録番号」と「当該役

務の提供を行った事業者において消費税を納める義務があること」（旧法 30⑦～⑨、旧 27

年改正法附則 38②）の記載が要件とされています。「消費者向け電気通信利用役務の提供」

に係る請求書等の記載事項は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、「消費者向け電気通信利用役務の提供」という取引の性質を鑑みて、取引相手から

交付される請求書等の保存については、紙によるものに代えて、法令に規定された記載事項

を満たした電子的な請求書等の保存によることができることとされています（旧 27 年改正

法附則 38③、旧 27年改正省令附則２①）。 

また、「登録国外事業者」は、その役務の提供を受ける事業者の求めに応じ、必要な事項

が記載された請求書等を交付する義務が課されています（旧 27年改正法附則 38④）。 

 

（注） 令和５年９月１日において登録国外事業者である者であって、同日において「登録

国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない者（以下「移行登

録国外事業者」といいます。）は、令和５年 10月１日に適格請求書発行事業者の登録

を受けたものとみなされることから、適格請求書発行事業者としての登録番号（以下

旧制度・問２ 国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税

額控除について教えてください。 

イ 書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号 

ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日（課税期間の範囲内で一定の期間内に行った

課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期

間） 

ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 

ニ 課税資産の譲渡等の対価の額（当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方

消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。） 

ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 

へ 課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨 
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「インボイス番号」といいます。）が新たに付番されています※１。 

したがって、令和５年 10 月１日以後の取引について、移行登録国外事業者が請求

書等を交付する際には、新たに付番されたインボイス番号を記載することとなりま

す※２。 

※１ 移行登録国外事業者に係る適格請求書発行事業者への登録状況は、「国税庁適

格請求書発行事業者公表サイト」をご確認ください。 

※２ 早急なシステム対応が困難である等の理由により請求書等にインボイス番号

を記載できない困難な事情があるときは、令和６年３月 31 日までは登録国外事業

者としての登録番号を使用することができます。 

  

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
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（「登録国外事業者」の意義） 

【答】 

   「登録国外事業者」とは、「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う課税事業者であ

る国外事業者で、国税庁長官の登録を受けた事業者をいいます（旧 27年改正法附則 39①）。 

平成 27年 10月１日から令和５年９月 30日までの間に国外事業者から受けた「消費者向

け電気通信利用役務の提供」については、登録国外事業者から受けたもののみが仕入税額控

除の対象となります。 

登録国外事業者については、国税庁ホームページの「登録国外事業者名簿」で、令和５年

９月 30日時点の当該事業者の氏名又は名称、登録番号及び登録年月日等について公表して

います。 

 

（「登録国外事業者」の確認方法） 

【答】 

「登録国外事業者」については、国税庁ホームページの「登録国外事業者名簿」で、令和

５年９月 30 日時点の当該事業者の氏名又は名称、登録番号及び登録年月日等について公表

していますので、ご確認ください。 

また、登録国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供について、仕入税額

控除を行うためには、氏名又は名称等の他に、登録番号と登録国外事業者自身が納税義務者

であることが記載された請求書等の保存が必要となります。なお、登録国外事業者は、取引

相手からの求めに応じて当該請求書等を発行する義務が課されていますので、これら請求

書等も併せて確認してください（旧 27年改正法附則 38④）。 

 

  

旧制度・問３ 「登録国外事業者」とは、どのような事業者ですか。 

旧制度・問４ 取引先が「登録国外事業者」であるかどのように確認すればよいですか。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
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（登録日以前の「消費者向け電気通信利用役務の提供」の仕入税額控除） 

【答】 

仕入税額控除を行うことはできません。 

国内における課税仕入れのうち、国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の

提供で仕入税額控除を行うことができるのは、登録国外事業者から提供を受けたもののみ

です。 

また、登録日の前日までは当該事業者は登録国外事業者ではありませんので、登録日前に

当該事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供は、たとえ遡って請求書等の発

行を受けたとしても仕入税額控除の対象とはなりません（旧 27年改正法附則 38①）。 

 

（登録番号の記載のない請求書等） 

【答】 

国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供で仕入税額控除を行うことが

できるのは、登録国外事業者から提供を受けたもののみです。 

また、このような課税仕入れについても法令に定められた事項が記載された帳簿及び請

求書等の保存が義務付けられています。 

この記載事項に登録番号も含まれていますので、当該課税仕入れについて仕入税額控除

を行うためには、登録番号を含めた法令に定められた事項が記載された請求書等の再交付

の要求を行っていただいた上で、当該請求書等の保存をしておく必要があります。 

なお、登録国外事業者は、取引当事者からの求めに応じて請求書等を交付する義務、及び

誤った請求書等を交付した場合には内容を修正した請求書等を交付する義務が課されてい

ます（旧 27年改正法附則 38④、⑤）。 

 

旧制度・問５ インターネットで確認したところ、相手事業者が登録国外事業者であることを

確認できました。登録年月日以前にも同じ国外事業者から役務の提供を受けていますが、

遡って仕入税額控除は可能ですか。 

旧制度・問６ 消費者向け電気通信利用役務の提供を国外事業者から受けましたが、国外事業

者から電子メールで届いた請求書には登録番号の記載がなかったので、インターネット

で確認したところ、登録国外事業者であることは確認できました。登録番号の記載がない

請求書により仕入税額控除は可能ですか。 


